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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人 Japan Innovation Network

（JIN）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべき

との申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 Q 56002：2023 
 (ISO 56002：2019) 

イノベーション・マネジメント－イノベーション・

マネジメントシステム－手引 

Innovation management-Innovation management system-Guidance 

 
序文 

0.0A 一般 

この規格は，2019 年に第 1 版として発行された ISO 56002 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

0.1 概論 

組織がイノベーションを興す能力は，組織の持続的成長，経済の存続性，幸福度の増進及び社会の発展

のための鍵となる要因として認識されている。 

組織がイノベーションを興す能力には，組織を取り巻く個別状況の変化を理解して対応する能力，新た

な機会を追求する能力，並びに組織内部及び外部の利害関係者との協働の中で，人々の知識及び創造性を

大限活用する能力が含まれる。 

組織は，全ての必要な活動，及びその他の相互に関連又は相互に作用する要素がシステムとしてマネジ

メントされることによって，より効果的かつ効率的にイノベーションを興すことが可能である。 

イノベーション・マネジメントシステムは，組織がイノベーションのビジョン，戦略，方針及び目標を

決定するとともに，意図した成果の達成に必要な支援体制及びプロセスを確立する際の手引となる。 

この規格に従ってイノベーション・マネジメントシステムを実施することによって得られる便益は，次

のとおりである。 

a) 不確実性をマネジメントする能力が向上する。 

b) 成長，売上，収益性及び競争力が高まる。 

c) 費用及び無駄が削減され，生産性及び資源利用の効率性が向上する。 

d) 持続可能性及び抵抗力が改善する。 

e) 利用者，顧客，市民及びその他の利害関係者の満足度が向上する。 

f) 製品・サービスのポートフォリオが持続的に更新される。 

g) 組織内部の人々がより積極的に参加しており，権限が与えられている。 

h) パートナー，協力者及び資金を引き付ける能力が向上する。 

i) 組織の評判及び価値が高まる。 


